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I.序

【訂正】
23頁上から4行目：

（誤）民再174条1項
（正）民再174条2項1号

23頁上から6行目
および24頁本文下から10行目

（誤）民再174条2項
（正）民再174条2項2号

経済活動が主として企業によって担われている今日の社会では，企業の倒産現象が当

該倒産企業の取引関係者や従業員にとってきわめて重大な利害問題であることは言うに

及ばず，それは時としてわれわれの社会全体にとっての非常に重要な関心事となること

も少なくない。現代社会においては，企業の倒産現象を処理するための法的枠組みとし

て，裁判上の倒産処理手続のはたす社会的機能は非常に大きい。今日注目されるべき現

象の1つは，倒産した企業を解体・清算する破産手続もさることながら，これを再建す

る再建型倒産（処理）手続の役割がますます重要になってきていることである。殊にバ

ブル経済崩壊後のわが国の社会において，倒産した企業の再建のための裁判上の手続の

整備が経済界から強く求められたことは，なおわれわれの記憶に新しい。これに対応す

べく，当時倒産法の全面改正を企図していた法制審議会は，中小企業の倒産事件が激増

している経済状況にかんがみて企業の再建を目的とした手続を他の検討課題とは切り離

して最優先で検討することとし，平成11年（1999年）12月14日には民事再生法（平成11

年12月22日法律第225号）が他の倒産法制の改正に先駆けて成立し，その後同規則（平

成12年1月31日最高裁判所規則第3号）が設けられた。引き続いて，会社更生手続に関

しても，旧会社更生法（昭和27年6月7日法律172号）の定める手続への迅速化の要請

があったこともさることながら，経済状況の長期間にわたる停滞状況を反映して増加し

た大規模株式会社の倒産事案の処理の過程で新たな制度整備のニーズが生じていたこと

から，大幅な改正がなされることとなり，新たな会社更生法（平成14年12月6日法律第

熊本ロージヤーナル第10号(2015.11)3
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